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平
成
26
年
度
東
京
都
所
有
の
建
築
物
の

維
持
管
理
に
関
す
る
要
望
と
都
か
ら
の
回
答

⑴　
建
物
管
理
業
務
委
託
の
総
合
評
価
方
式
に
つ
い
て
は
、
平
成
21
年
度
か
ら
都
民
の
生

命
を
守
る
重
要
施
設
と
し
て
都
立
病
院
の
建
物
管
理
業
務
委
託
等
で
試
行
実
施
を
開
始

し
、
そ
れ
以
降
、
都
立
病
院
以
外
に
も
都
庁
舎
等
の
建
物
管
理
業
務
委
託
に
試
行
を
拡

大
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
施
設
の
重
要
性
や
業
務
委
託
内
容
に
よ
り
個
別
具
体
に
判
断

し
な
が
ら
、
試
行
実
施
し
検
証
し
て
い
き
ま
す
。　
　
（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

⑵　
入
札
に
あ
た
っ
て
は
、
価
格
競
争
が
原
則
で
あ
り
、
そ
の
性
質
又
は
目
的
か
ら
価
格

競
争
に
よ
り
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
合
評
価
方
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

　
平
成
25
年
8
月
に
東
京
都
に
対
し
て
行
っ
た
平
成
26
年
度
の
予
算
等
に
関
す
る
要
望
の
回
答
が
東
京
都
か
ら
届
き
ま
し
た
の
で
報
告

い
た
し
ま
す
。

　
平
成
27
年
度
の
要
望
は
現
在
、
経
営
研
究
委
員
会
を
中
心
に
検
討
し
て
お
り
ま
す
。

要
望
事
項

東
京
都
か
ら
の
回
答

一　
総
合
評
価
制
度
及
び
複
数
年
契
約
制
度
の
拡
充
に
関
す
る
こ
と

１　
総
合
評
価
制
度
に
つ
い
て

　

低
価
格
入
札
に
よ
る
品
質
低
下
を
防
ぐ
た
め
、
価
格
だ
け
で
な
く
、
契
約
実
績
、
従
事

者
の
資
格
や
経
験
等
に
基
づ
く
技
術
力
、
適
正
な
維
持
管
理
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
提
案
、

環
境
へ
の
配
慮
な
ど
を
総
合
的
に
評
価
す
る
総
合
評
価
方
式
の
適
用
・
拡
充
を
強
く
お
願

い
し
ま
す
。

　

同
制
度
は
、
平
成
21
年
度
に
試
行
と
し
て
導
入
さ
れ
て
以
降
、
現
在
は
都
立
病
院
や
都

庁
舎
７
物
件
に
拡
大
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
さ
ら
に
試
行
の
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、

本
格
実
施
の
方
針
を
示
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

⑴　

こ
れ
ま
で
の
試
行
結
果
を
総
括
し
、
本
格
実
施
に
向
け
た
方
針
を
示
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
な
お
、
本
格
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
1
件
5
千
万
円
以
上
の
総
合
管
理
業

務
す
べ
て
に
適
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑵　

試
行
拡
大
に
当
た
っ
て
は
、
病
院
、
都
庁
舎
以
外
の
種
別
、
設
備
管
理
、
警
備
業

務
以
外
の
業
務
に
も
拡
大
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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の
た
め
、
総
合
評
価
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
個
々
の
業
務
委
託
内
容
に
よ
り
個
別
具

体
に
判
断
し
な
が
ら
、
試
行
実
施
し
検
証
し
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

⑶　
長
期
継
続
契
約
は
、
平
成
21
年
度
か
ら
建
物
管
理
業
務
委
託
で
試
行
実
施
し
て
お
り
、

そ
の
後
も
複
数
の
業
務
で
債
務
負
担
行
為
又
は
長
期
継
続
契
約
に
よ
り
複
数
年
契
約
を

行
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
個
々
の
業
務
委
託
内
容
に
よ
り
個
別
具
体
に
判
断
し
な
が
ら
、

試
行
実
施
し
検
証
し
て
い
き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

⑷　
総
合
評
価
方
式
は
、
価
格
点
及
び
技
術
点
を
総
合
的
に
評
価
し
、
落
札
者
を
決
定
す

る
も
の
で
す
。
価
格
点
、
技
術
点
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
業
務
委
託
内
容
を
精
査
の
う

え
、
各
案
件
毎
に
決
め
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

⑸　
評
価
項
目
に
つ
い
て
は
、
業
務
委
託
内
容
を
個
別
具
体
的
に
判
断
し
て
決
定
し
て
い

ま
す
。
個
別
案
件
に
よ
っ
て
は
、
配
置
予
定
責
任
者
の
実
績
や
履
行
体
制
の
ほ
か
、
Ｉ

Ｓ
Ｏ
の
取
得
や
障
害
者
雇
用
率
に
よ
っ
て
加
点
す
る
な
ど
の
評
価
基
準
を
設
け
て
実
施

し
て
い
ま
す
。
今
後
も
試
行
案
件
を
検
証
し
て
い
き
ま
す
。（所

管
部 

財
務
局
経
理
部
）

⑹　
最
低
制
限
価
格
の
設
定
は
、
法
令
上
、
当
該
契
約
内
容
に
適
合
し
た
履
行
を
確
保
す

る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
限
っ
て
、
設
定
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
　
業
務
委
託
に
つ
い
て
は
、
履
行
段
階
で
随
時
、
履
行
状
況
を
確
認
し
、
必
要
な
指
示

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
履
行
を
確
保
し
て
い
る
の
で
、
最
低
制
限
価
格
の
設
定

を
し
て
い
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

　
長
期
継
続
契
約
は
、
平
成
21
年
度
か
ら
建
物
管
理
業
務
委
託
で
試
行
実
施
し
て
お
り
、

そ
の
後
も
複
数
の
業
務
で
債
務
負
担
行
為
又
は
長
期
継
続
契
約
に
よ
り
複
数
年
契
約
を
行

っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
個
々
の
業
務
委
託
内
容
に
よ
り
個
別
具
体
に
判
断
し
な
が
ら
、
試

行
実
施
し
検
証
し
て
い
き
ま
す
。

（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

■平成26年度東京都所有の建築物の維持管理に関する要望と都からの回答

⑶　

総
合
評
価
方
式
の
適
用
物
件
は
、
複
数
年
契
約
を
原
則
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑷　

総
合
評
価
の
配
点
は
、
技
術
点
を
重
視
し
、
価
格
点
の
割
合
を
低
く
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

⑸　

評
価
項
目
に
つ
い
て
、
環
境
配
慮
や
障
が
い
者
雇
用
な
ど
、
社
会
的
要
請
へ
の
対

応
も
加
え
る
よ
う
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑹　

総
合
評
価
方
式
へ
の
最
低
制
限
価
格
の
導
入
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

２　
複
数
年
契
約
に
つ
い
て

　

複
数
年
契
約
に
関
し
て
も
、
長
期
継
続
契
約
及
び
債
務
負
担
行
為
に
よ
る
案
件
で
着
実

に
増
え
て
お
り
ま
す
が
、
雇
用
の
安
定
と
維
持
管
理
業
務
の
品
質
向
上
の
観
点
か
ら
、
更

に
試
行
の
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
本
格
実
施
の
時
期
、
本
格
実
施
の
際
の
対
象
物
件
の

種
別
及
び
規
模
な
ど
に
つ
い
て
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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⑴　
物
品
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
時
に
お
い
て
、
納
税
証
明
書
等
の
確
認

書
類
の
提
出
は
求
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
財
務
諸
表
（
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
）
な

ど
の
書
類
の
提
出
を
求
め
る
と
と
も
に
、
申
請
内
容
に
虚
偽
の
入
力
又
は
記
載
し
た
こ

と
が
判
明
し
た
場
合
は
資
格
を
取
消
す
こ
と
と
し
て
お
り
、
適
正
な
資
格
審
査
に
努
め

て
お
り
ま
す
。

　
　
発
注
に
あ
た
っ
て
は
、
契
約
の
競
争
性
や
公
正
性
を
確
保
し
、
適
正
な
履
行
を
担
保

す
る
観
点
か
ら
、
必
要
最
小
限
の
条
件
設
定
を
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
個
々
の
業
務

委
託
内
容
に
よ
り
必
要
な
条
件
等
が
あ
れ
ば
、
発
注
予
定
表
や
仕
様
書
等
で
明
記
し
確

認
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
都
は
こ
れ
ま
で
も
、
我
が
国
の
法
制
度
に
基
づ
き
、
契
約
に
当
た
っ
て
は
、
契
約
約

款
に
お
い
て
、
最
低
賃
金
法
等
の
法
令
遵
守
を
義
務
付
け
る
な
ど
、
労
働
環
境
の
確
保

を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

⑵　
事
業
者
の
技
術
力
、
経
営
力
等
に
つ
い
て
は
、
物
品
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
参
加
資

格
審
査
時
に
お
い
て
、
年
間
総
売
上
高
や
自
己
資
本
額
、
流
動
比
率
な
ど
の
客
観
的
審

査
事
項
と
営
業
種
目
に
よ
る
売
上
高
に
よ
る
主
観
的
審
査
事
項
に
よ
り
審
査
・
評
価
し

て
お
り
、
適
正
な
資
格
審
査
に
努
め
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
も
委
託
業
務
の

履
行
中
に
お
い
て
、
業
務
履
行
上
必
要
な
書
類
等
が
あ
れ
ば
、
提
示
や
提
出
を
求
め
て

い
き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

⑶　
業
務
委
託
の
履
行
評
価
に
つ
い
て
は
、
履
行
の
状
況
に
よ
り
5
段
階
で
適
切
に
評

価
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
履
行
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
履
行
段
階
で
、
随
時
、

履
行
状
況
を
確
認
し
、
履
行
の
不
良
な
業
者
に
対
し
て
は
や
り
直
し
を
命
ず
る
な
ど
改

善
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。
履
行
結
果
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
、
そ
の
後
の
指
名
等
に

反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

要
望
事
項

東
京
都
か
ら
の
回
答

二　
契
約
内
容
の
履
行
確
保
と
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
こ
と

　

委
託
業
務
の
品
質
確
保
を
図
る
た
め
、
本
来
の
専
門
知
識
・
経
験
の
な
い
業
者
が
受
託

し
て
建
物
・
設
備
の
機
能
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
ま
た
、
公
正
な
競
争
を
確
保
す

る
た
め
、
入
札
参
加
資
格
の
厳
格
な
審
査
及
び
履
行
状
況
の
評
価
が
必
要
で
す
。

⑴　

入
札
参
加
登
録
審
査
に
当
た
っ
て
、
各
入
札
参
加
資
格
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
、
特
に
、
納
税
証
明
書
、
従
事
者
の
社
会
保
険
・
雇
用
保
険
適
用
状

況
に
関
す
る
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
入
札
参
加
登
録
審
査
の
際
の
資

料
提
出
が
困
難
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
せ
め
て
、
業
者
指
名
段
階
あ
る
い
は
落

札
後
に
、
上
記
必
要
書
類
を
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、

従
業
員
の
保
険
適
用
状
況
や
最
低
賃
金
の
遵
守
等
に
つ
い
て
、
調
査
を
実
施
さ
れ
た

い
。

⑵　

発
注
者
側
に
お
い
て
、
事
業
者
の
技
術
力
、
経
営
力
等
に
つ
い
て
適
切
に
審
査
・

評
価
で
き
る
体
制
整
備
を
望
み
ま
す
。
適
切
な
追
加
調
査
を
実
施
し
、
ま
た
、
履
行

確
保
の
た
め
に
積
算
内
訳
書
、
業
務
履
行
提
案
書
や
誓
約
書
の
提
示
を
求
め
完
全
履

行
を
実
現
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

⑶　

履
行
評
価
制
度
は
、
外
部
専
門
家
も
含
め
た
第
三
者
委
員
会
に
よ
る
履
行
評
価

（
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
）
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
履

行
評
価
の
不
良
な
業
者
に
つ
い
て
は
、
業
者
名
を
公
表
し
、
翌
年
度
の
入
札
参
加
か

ら
外
す
な
ど
毅
然
と
し
た
措
置
を
採
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

お互いに　半歩譲れば　広い道
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⑴　
都
が
所
有
す
る
建
物
は
、
高
度
経
済
成
長
期
と
平
成
ひ
と
け
た
の
時
期
に
集
中
的

に
整
備
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
施
設
の
維
持
更
新
を
着
実
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
引
き
続
き
日
常
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
力
を
い
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
都
有
施
設
の

改
築
・
改
修
や
耐
震
化
を
計
画
的
に
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
建
物
維
持
管
理
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
都
を
取
り
巻
く
財
政
環
境
等
を
踏
ま
え
、
所
要

額
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
管
部 

財
務
局
主
計
部
）

⑵　
建
物
維
持
管
理
の
予
定
価
格
は
、
業
務
委
託
の
内
容
に
応
じ
て
、
所
要
額
を
計
上
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
人
件
費
や
物
価
の
動
向
な
ど
を
総
合
的
に
勘
案
し
つ
つ
、
今

後
と
も
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。　
　
　
　
　
（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

⑴　
25
年
度
実
施
し
た
都
庁
舎
に
お
け
る
設
備
管
理
委
託
に
つ
い
て
は
、
評
価
項
目
に
、

配
置
予
定
責
任
者
の
実
績
や
履
行
体
制
の
ほ
か
、
障
害
者
雇
用
率
に
よ
っ
て
加
点
す
る

な
ど
の
評
価
基
準
を
設
け
て
実
施
し
て
い
ま
す
。　
　
（
所
管
部 

財
務
局
経
理
部
）

⑵　
現
在
、
都
立
知
的
障
害
特
別
支
援
学
校
高
等
部
で
は
、
複
数
の
学
校
が
清
掃
活
動
を

学
習
種
目
と
し
た
「
作
業
学
習
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
東
京
ビ
ル
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
協
会
の
協
力
を
得
て
、
生
徒
の
清
掃
技
能
の
習
得
状
況
に
関
す
る
審
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。
今
後
は
、
こ
う
し
た
学
習
活
動
を
一
層
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
習
得
し

た
技
能
を
活
用
す
る
機
会
と
し
て
、
学
校
近
隣
の
都
立
施
設
に
お
け
る
清
掃
活
動
の
実

施
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
ま
す
。　
　
　
（
所
管
部 

教
育
庁
指
導
部
）
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三　
十
分
な
予
算
措
置
及
び
適
正
な
予
定
価
格
の
設
定
に
関
す
る
こ
と

　

良
好
な
品
質
の
確
保
、
適
切
な
施
設
管
理
は
、
施
設
・
設
備
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス

ト
の
削
減
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
す
。

⑴　

予
算
額
積
算
に
当
た
っ
て
は
、
前
年
度
実
績
を
基
に
年
度
の
予
算
を
組
む
の
で
は

な
く
、
品
質
確
保
に
不
可
欠
な
適
正
な
施
設
管
理
予
算
の
確
保
に
努
め
て
い
た
だ
き

た
い
。

⑵　

予
定
価
格
の
積
算
に
当
た
っ
て
は
、
品
質
確
保
の
た
め
、
積
算
能
力
や
事
業
者
の

提
案
内
容
の
審
査
能
力
な
ど
を
一
層
向
上
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
最
低
賃
金
の

年
度
途
中
の
引
上
げ
等
も
見
込
ん
だ
適
正
な
予
定
価
格
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

四　
障
が
い
者
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と

　

障
が
い
者
雇
用
の
拡
大
に
資
す
る
た
め
、
都
庁
舎
を
は
じ
め
と
し
た
都
所
有
の
建
築
物

の
清
掃
業
務
を
通
し
て
、
障
が
い
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
新
た
な
制
度
を
検
討
さ
れ
た
い
。

⑴　

総
合
評
価
の
項
目
に
障
害
者
雇
用
率
を
加
え
る
こ
と
を
検
討
い
た
だ
き
た
い
。

⑵　

都
立
施
設
の
清
掃
を
通
し
て
、
特
別
支
援
学
校
生
徒
等
を
訓
練
す
る
制
度
を
検
討

い
た
だ
き
た
い
。

以
上

時間と気持に　ゆとり持ち　守ろうルール　護ろう笑顔




